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令和　　年　　月　　日

　大紀町長　宛て



　　　（提出者）　住所又は所在地





　　商号又は名称





　　代表者 役職名・氏名

技　術　提　案　書
（　●　次　審　査　用(*1)　）
（業務の名称）令和8年度　大紀町新庁舎整備基本設計業務委託
　当該業務について、技術提案書を提出します。

　なお、本提案書の絶対評価対象部分に関する記載の内容については、事実と相違ないことを誓約します。(*2)



（連絡担当者）所属部署名







氏名






電話番号






FAX番号






電子メール


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

(*1)　「1次審査用」又は「2次審査用」の別を明記してください。
(*2)　「2次審査用」の技術提案書の場合は、本文の「なお、…」の一文を削除してください。

(*3)　その他の留意事項として、裏面も確認してください。
（技術提案書作成上のその他の留意事項）

1　共通事項

【説明書及び評価項目一覧との関係】

(1)　技術提案書の記載にあたっては、「大紀町新庁舎建設基本構想」及び「大紀町新庁舎整備基本設計業務委託 プロポーザル方式評価項目一覧」（以下、一連の様式において、前者は「基本構想」と、後者は「評価項目一覧」といいます。）の内容に留意してください。

【技術提案書の内容等】

(2)　技術提案書の記載様式として「大紀町ホームページ」に添付した様式（以下「指定様式」といいます。）と異なるものを使用した場合若しくは記載が不十分な場合、又は、技術提案書の各評価内容の審査にあたり記載事項を確認するものとして添付を求めている書類（以下「添付書類」といいます。）がない若しくは不十分な場合において、当該部分の評価は行いません。

(3)　「技術力評価」の記載に関して、文章を補完するための概念図、引用可能な図面・写真等を用いることは支障ありませんが、本提案のためにＣＧや詳細図面等を作成することは求めません。

(4)　技術提案書は、カラー印刷されたものでも構いません。
(5)　 書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとしてください。
【技術提案書の編綴等】

(6)　指定様式と添付書類については、それぞれで別冊としてダブルクリップ等容易に取り外せるもので綴じてください。

(7)　指定様式及び添付書類中、Ａ3用紙についてはＡ4サイズに折り込んでください。
　　 なお、Ａ4サイズの様式・書類については、できるだけ両面印刷としてください。

【技術提案書の提出】

(8)　技術提案書は、提出期限必着で、大紀町総務企画課（電話0598-86-2212）まで持参、電子メール又は簡易書留によって郵送してください。

　　 　なお、電子メール又は郵送の場合は、必ず事後に電話にて着信の確認を行ってください。その他の詳細については、公告を確認してください。
(9)　1次審査用の技術提案書にあっては1部、2次審査用の技術提案書にあっては1部、それぞれ提出してください。

添付書類についても同様です。
【技術提案書作成上の諸事項】
(10)　技術提案書の指定様式に使用する文字フォントのサイズは、「10ポイント」以上とし、縮小しないでください。

　　　  ただし、図・表を記載する場合における当該図・表内の少量の文字については除きます。

(11)　指定様式及び添付書類には、提出枚数確認のため、それぞれ頁番号/全頁数を余白に記入してください。

【技術提案書の取扱】

(12)　1次・2次の各審査において選定又は特定されなかった技術提案書は返却しません。

２　1次審査用の技術提案書に係る事項

　(1)　「企業要件」における「業務実績」及び「過去の受賞実績」並びに各技術者の「評価対象業務2（又は3）の実績」（以下「評価対象実績」といいます。）について、技術提案書の提出者自身による証明（いわゆる自社証明）は認められません。　
　(2)　評価対象実績を証する添付書類について、同一の書類に複数の評価対象者や企業（建築士事務所）の証明事項が含まれている場合は、その旨を明記のうえ兼用することができます。
● / ●

